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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
の
�
添
私
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
こ
の
た
び
発
表
さ
れ
た
�
添
私
案
を
軸
に
検
討
す
る
の
か
。
あ
る
い

は
、
こ
の
�
添
私
案
は
案
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
案
に
最
終
的
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
の
か
。

二

�
添
私
案
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
担
当
者
も
検
討
に
加
わ
っ
て
い
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
厚
生
労
働
省
と
は
無
関

係
に
�
添
大
臣
が
個
人
的
に
提
出
し
た
案
な
の
か
。

三

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
「
高
齢
者
の
保
険
料
負
担
が
一
割
、
若
い
世
代
の
保
険
料
負
担
が
四
割
、
公
費
五
割
」
と
い

う
「
分
か
り
や
す
い
ル
ー
ル
」
を
目
指
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
�
添
私
案
に
お
い
て
も
こ
の
割
合
は
堅
持
す
る
の
か
。

四

�
添
私
案
に
お
い
て
は
、
被
用
者
保
険
か
ら
県
民
健
康
保
険
に
ど
の
よ
う
な
形
で
、
財
政
調
整
す
る
の
か
。
ま
た
、
調
整

の
金
額
は
い
く
ら
く
ら
い
か
。

五

�
添
私
案
で
な
く
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
政
府
の
正
式
な
見
直
し
案
が
決
定
さ
れ
る
の
は
い
つ
か
。
そ
の
場
合
、
七

五
歳
と
い
う
年
齢
で
の
区
分
は
な
く
す
の
か
否
か
。

六

�
添
私
案
で
は
、
新
た
に
必
要
と
な
る
財
源
は
い
く
ら
か
。
わ
か
ら
な
い
な
ら
ば
、
い
つ
わ
か
る
の
か
。
ま
た
、
必
要
と

な
る
財
源
は
ど
こ
か
ら
捻
出
す
る
の
か
。

一



右
質
問
す
る
。

二


